
概 要 空家法改正により新設された「管理不全空家等」の認定基準を定めました。
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●空家法、空家条例に基づく市の対応フロー●管理不全空家等とは

適切な管理が行われないことによりそのまま
放置すれば特定空家等に該当することとなる
おそれのある状態の空家等 働きかけ：適切な管理の依頼

管理不全空家等の認定 特定空家等の認定

助言・指導

勧告
（住宅用地特例の解除※１）

命令・標識設置

行政代執行

指導

勧告
（住宅用地特例の解除※１）

略式代執行

経過観察

財産管理制度の検討

状況に応じて

所有者がいない場合※２

空家法

凡例 標識設置

応急危険回避措置※３
空家条例

民法

現地調査・所有者調査

管理不全が原因で周辺へ著しい悪影響を及ぼすおそれのある
特定空家等もしくは管理不全空家等に該当

地域住民等からの相談受付（各区）

標識設置

空家等の適切な管理について、指導・勧告が
できる

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状態の空家等

●（参考）特定空家等とは

⇒特定空家等認定基準（本市独自基準）の一
歩手前の状態を想定



空家等の状態がa に該当し、かつ、周辺環境の状況がb に該当する場合（他の法令等
で当該被害状況の改善が見込まれる場合を除く。）

ａ 空家等の状態
基礎や土台のひび割れや破損、屋根や外壁の部材の破損等、特定空家等の状態
に該当するおそれのある状態のもの

ｂ 周辺環境の状況
悪影響を与える範囲内に、次に掲げるものが存在し、老朽化が進み、特定空家等
に該当することで地域住民等の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのあるも
の
(a) 人が通行する道路、通路
(b) 人が立ち入る公園、広場等
(c) 建築物、その庭又は駐車場等
(d) 線路敷地、自動車のみの交通の用に供する道路等
(e) その他これらに類する地域住民等の生命、身体又は財産に係るもの

「管理不全空家等」の認定基準について10
令 和 ７ 年 １ 月 １ 4 日
第 2 3 回 横 浜 市 空 家 等 対 策 協 議 会
資 料 ２ － ８

●認定基準（管理不全空家等の部分を抜粋）

特定空家等と同様の考え方

特定空家等の一歩手前

概 要 空家法改正により新設された「管理不全空家等」の認定基準を定めました。

※認定基準に該当しない場合でも個別に特定空家等及び管理不全空家等判定委員会で審議をすることで認定することができる。
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